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目 次

1．平成30年度介護保険法改正
平成29年4月18日 衆議院本会議にて介護保険法案が可決
5月26日 参議院本会議にて介護保険法案が可決
改正法案が成立

２．通所介護の改正事項及び報酬単価

３．制度改正で知っておくべきこと（考察）
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診療報酬と障害福祉サービス等報酬の改定率

■障害福祉サービス等報酬改定

改定率 ＋０．４７％

■診療報酬改定

１．診療報酬本体 ＋０．５５％

各科改定率 医科 ＋０．６３％
歯科 ＋０．６９％
調剤 ＋０．１９％

２．薬価等
① 薬価 ▲１．６５％
※ うち、実勢価等改定 ▲１．３６％

薬価制度の抜本改革 ▲０．２９％

② 材料価格 ▲０．０９％
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制度改正で知っておくべきこと

① 病院の在宅復帰先と在宅復帰率

② 要介護・要支援者へのリハビリは介護保険で提供

③ 通所リハを卒業し通所介護利用を促す報酬設計

④ 老健はより在宅復帰を目指す施設へ

【結論】

改正点を知って、効果的な営業と連携により集客へ！
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病院における在宅復帰率と在宅復帰・病床機能連携率に係る退院先 H３０年度改定を加味

回復期リハ病棟

地域包括ケア病棟

療養病棟

在宅復
帰・病床
機能連携
率

有床診療所

介護老人保健施設

居住系介護施設等
（特養、有料老人ホーム、

サ高住）

自宅

介護医療院

有床診療所
※介護サービスを提供している

医療機関に限る

在宅
復帰率

「在宅復帰加算を算
定している」が要件から

削除

「在宅復帰加算を算定している」が要件から削除

「在宅復帰加算を算
定している」が要件から

削除

急性期一般入院料１、
７対１入院基本料

新たに追加

退院先
から療養
病棟と
老健が
削除 新たに追加

平均在院日数18日以内
復帰・連携率8割以上

在宅復帰率7割以上
（入院料1～4のみ）

在宅復帰率7割以上
（入院料1、2のみ）

在宅復帰率5割以上
（在宅復帰機能強化加算）



通所介護利用までのルートの例
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病院 通所リハ 通所介護

①リハマネ加算（Ⅱ～Ⅳ）
②（認知症）短期集中リハ加算
③社会参加支援加算

老健

○在宅復帰、在宅療養支援のため
の地域拠点となる施設

○リハビリテーションを提供する機能
維持・改善の役割を担う施設

★★ 全てのルートは逆方向も成り立つため、相互連携が必要不可欠（地域包括ケア）★★

①要介護者へのリハビリは
介護保険で提供（H31.4）

②医療と介護のリハビリ計
画書を共通化

回復期リハ病棟退
院患者の30%が通
所介護を利用

回復期リハ
病棟退院
患者の16%

が通所リハ
を利用
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H31年4月以降は、

要介護・要支援者に
対する維持期・生活
期のリハビリは医療
保険ではなく介護保
険で提供することに
なる。

計画書を共通化する
ことで、より医療から
介護のリハビリに移
行しやすいようにする。

加算を新設すること
で、より医療から介護
のリハビリに移行しや
すいようにする。
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◎

◎

◎

◎

３ヶ月で卒業を目的と
した加算
３ヶ月で卒業すること
を目的とした加算
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330単位 6月以内:850単位
6月以降:530単位

6月以内:1120単位
6月以降:800単位

6月以内:1220単位
6月以降:900単位

通所介護の「生活
機能向上連県加
算（新設）と連動
するか？

短期間利用者の方
が報酬が報酬が
高い
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○移行率

通所リハから通
所介護等に切り
替えた人が多い
方が良い。

○回転率

通所リハの利用
期間は短い方が
良い。
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【基礎知識】

①在宅復帰の可否を
３ヶ月ごとに検討す
る

②在宅とは、自宅、有
料老人ホーム、グ
ループホーム、サー
ビス付き高齢者向け
住宅
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在宅強化型の報
酬が一番高い。さ
らに在宅復帰在
宅療養支援機能
加算Ⅱも付けられ
る。
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○在宅復帰率

在宅復帰す
る人が多い方
が良い

○ベッド回転率

在所日数が
少ない方が良
い
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